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主 な 記 事

事業者のデジタル化に大胆な措置を ２面

ローン控除のマイナポ連携でＦＡＱ更新 ２面

国税庁が徴収部長会議を開催 ３面

幹部に聞く・高橋課税部長 ４面

ｅＬＴＡＸ電子納税通知における送付等

納税通知書等 納付書

【正本】

紙

　

【副本】

電子

データ

紙

電子

データ

電

子

送

付

の

希

望

有

無

希望なし

（従来）

○ ― ○ ―

希望あり

（申請時）

○

○

申請後

に送付

○ ―

希望あり

（次回以降）

○ ○ × ○

　

地

方

税

共

同

機

構

は

８

日

、

ｅ

Ｌ

Ｔ

Ａ

Ｘ

の

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

、

納

税

通

知

書

等

の

電

子

送

付

に

係

る

特

設

ペ

ー

ジ

を

開

設

し

た

。

そ

れ

に

よ

る

と

、

令

和

９

年

４

月

か

ら

ｅ

Ｌ

Ｔ

Ａ

Ｘ

電

子

納

税

通

知

を

ス

タ

ー

ト

す

る

と

し

て

お

り

、

都

道

府

県

・

市

区

町

村

か

ら

届

く

納

税

通

知

書

等

に

つ

い

て

、

法

人

は

同

月

以

後

か

ら

電

子

送

付

を

希

望

す

る

こ

と

が

で

き

る

予

定

と

し

て

い

る

。

個

人

は

�

年

４

月

以

後

の

予

定

と

な

っ

て

い

る

。

電

子

送

付

の

希

望

は

、

初

回

の

み

申

請

が

必

要

で

、

希

望

す

る

と

納

税

通

知

書

等

の

正

本

（

紙

）

と

副

本

（

電

子

デ

ー

タ

）

が

送

付

さ

れ

る

こ

と

に

な

る

。

納

付

書

に

つ

い

て

は

、

申

請

の

次

回

以

降

、

電

子

デ

ー

タ

の

納

付

書

が

送

付

さ

れ

、

紙

の

納

付

書

は

送

付

さ

れ

な

い

の

で

注

意

が

必

要

だ

（

表

参

照

）

。

　

国

税

庁

は

�

日

、

令

和

７

年

分

の

年

末

調

整

控

除

申

告

書

作

成

用

ソ

フ

ト

ウ

ェ

ア

（

年

調

ソ

フ

ト

）

と

操

作

マ

ニ

ュ

ア

ル

を

公

開

し

た

。

　

年

調

ソ

フ

ト

は

、

年

末

調

整

の

書

類

を

電

子

的

に

作

成

す

る

こ

と

が

で

き

る

、

国

税

庁

が

提

供

す

る

無

料

の

ア

プ

リ

。

年

調

ソ

フ

ト

を

利

用

す

る

こ

と

で

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

連

携

、

各

種

控

除

証

明

書

等

デ

ー

タ

の

イ

ン

ポ

ー

ト

、

控

除

額

の

自

動

計

算

、

扶

養

控

除

等

の

該

当

有

無

の

自

動

判

定

な

ど

が

で

き

る

。

　

ま

た

、

年

調

ソ

フ

ト

な

ど

に

関

す

る

よ

く

あ

る

質

問

を

ま

と

め

た

「

年

末

調

整

手

続

の

電

子

化

及

び

年

調

ソ

フ

ト

等

に

関

す

る

Ｆ

Ａ

Ｑ

」

も

更

新

さ

れ

て

い

る

。

　

対

象

税

目

は

①

固

定

資

産

税

・

都

市

計

画

税

、

②

自

動

車

税

種

別

割

、

③

軽

自

動

車

税

種

別

割

で

、

通

知

書

の

種

類

は

①

納

税

通

知

書

、

②

税

額

変

更

通

知

書

、

③

更

正

決

定

通

知

書

と

な

っ

て

お

り

、

い

ず

れ

も

課

税

明

細

書

を

含

む

。

　

申

請

は

、

法

人

は

９

年

４

月

か

ら

、

個

人

は

�

年

４

月

か

ら

、

「

ｅ

Ｌ

Ｔ

Ａ

Ｘ

電

子

納

税

通

知

」

の

ペ

ー

ジ

に

お

い

て

行

う

。

�

時

間

、

３

６

５

日

、

申

請

可

能

と

し

て

い

る

（

メ

ン

テ

ナ

ン

ス

時

間

を

除

く

）

。

　

申

請

に

必

要

な

も

の

は

、

申

請

す

る

年

に

発

行

さ

れ

た

、

申

請

し

た

い

納

税

通

知

書

等

。

ロ

グ

イ

ン

に

必

要

な

も

の

は

、

法

人

の

場

合

は

Ｇ

ビ

ズ

Ｉ

Ｄ

ア

カ

ウ

ン

ト

、

個

人

の

場

合

は

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

と

な

っ

て

い

る

。

ｅ

Ｌ

Ｔ

Ａ

Ｘ

の

利

用

者

Ｉ

Ｄ

で

は

ロ

グ

イ

ン

で

き

な

い

。

な

お

、

ｅ

Ｌ

Ｔ

Ａ

Ｘ

電

子

納

税

通

知

が

ス

タ

ー

ト

す

る

９

年

４

月

時

点

で

は

、

対

応

し

て

い

な

い

都

道

府

県

・

市

区

町

村

が

あ

る

場

合

も

あ

る

と

し

て

い

る

。

　

納

税

通

知

書

等

は

、

電

子

デ

ー

タ

を

ダ

ウ

ン

ロ

ー

ド

す

る

際

に

、

Ｐ

Ｄ

Ｆ

形

式

を

選

択

す

る

こ

と

が

で

き

る

た

め

、

印

刷

す

る

こ

と

も

可

能

と

な

っ

て

い

る

。

た

だ

し

、

納

付

書

は

印

刷

で

き

な

い

。

　

申

請

の

翌

年

以

降

、

納

付

書

は

電

子

デ

ー

タ

で

送

付

さ

れ

る

た

め

、

納

付

の

際

は

、

そ

の

デ

ー

タ

を

利

用

し

て

、

お

支

払

い

サ

イ

ト

か

ら

納

付

で

き

る

。

　

納

税

通

知

書

等

の

電

子

デ

ー

タ

に

つ

い

て

は

、

４

５

０

日

経

過

す

る

と

消

去

さ

れ

る

と

し

て

い

る

。

　

特

設

ペ

ー

ジ

で

は

今

後

、

よ

く

あ

る

質

問

や

操

作

マ

ニ

ュ

ア

ル

な

ど

を

順

次

公

開

す

る

予

定

と

な

っ

て

い

る

。

　

な

お

、

固

定

資

産

税

等

の

納

税

通

知

書

等

の

電

子

送

付

に

つ

い

て

は

、

６

年

度

与

党

税

制

改

正

大

綱

に

お

い

て

、

ｅ

Ｌ

Ｔ

Ａ

Ｘ

及

び

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

の

更

改

・

改

修

ス

ケ

ジ

ュ

ー

ル

等

を

考

慮

し

つ

つ

、

導

入

に

向

け

た

取

組

み

を

進

め

る

と

さ

れ

て

い

た

。

　

国

税

庁

は

�

日

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

で

「

第

六

世

代

税

理

士

用

電

子

証

明

書

」

の

利

用

を

開

始

す

る

者

か

ら

の

問

い

合

わ

せ

が

多

数

届

い

て

い

る

と

し

て

、

税

理

士

等

向

け

の

よ

く

あ

る

質

問

を

案

内

す

る

お

知

ら

せ

を

公

表

し

た

。

掲

載

さ

れ

た

質

問

は

、

新

た

な

税

理

士

用

電

子

証

明

書

を

取

得

し

た

場

合

の

変

更

に

つ

い

て

と

登

録

さ

れ

て

い

る

電

子

証

明

書

が

異

な

る

と

の

メ

ッ

セ

ー

ジ

を

受

信

し

た

場

合

の

二

つ

。

新

た

な

税

理

士

用

電

子

証

明

書

を

取

得

し

た

場

合

は

、

新

た

な

税

理

士

用

電

子

証

明

書

を

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

に

登

録

し

直

す

必

要

が

あ

り

、

再

登

録

を

行

わ

な

い

と

、

当

該

メ

ッ

セ

ー

ジ

を

受

信

す

る

こ

と

に

な

る

。

な

お

、

更

新

し

た

電

子

証

明

書

を

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

に

再

登

録

す

る

手

順

も

示

さ

れ

て

い

る

。

　

「

税

理

士

等

の

電

子

証

明

書

が

登

録

さ

れ

て

い

る

電

子

証

明

書

と

異

な

る

た

め

、

再

度

、

電

子

証

明

書

を

確

認

の

う

え

送

信

し

て

く

だ

さ

い

」

と

い

う

メ

ッ

セ

ー

ジ

が

受

信

通

知

に

表

示

さ

れ

た

場

合

の

対

応

に

つ

い

て

は

、

原

因

と

し

て

以

下

の

理

由

が

示

さ

れ

て

い

る

。

　

①

納

税

者

本

人

が

送

信

し

て

い

る

場

合

　

税

理

士

等

の

電

子

証

明

書

が

添

付

さ

れ

て

い

な

い

か

、

税

理

士

等

が

事

前

登

録

し

た

電

子

証

明

書

と

異

な

る

電

子

証

明

書

が

添

付

さ

れ

て

い

る

。

基

本

情

報

の

税

理

士

等

の

利

用

者

識

別

番

号

欄

等

に

税

理

士

等

の

情

報

が

入

力

さ

れ

て

い

る

場

合

は

、

税

理

士

等

の

電

子

証

明

書

の

添

付

が

必

要

と

な

る

。

　

な

お

、

基

本

情

報

の

税

理

士

等

の

利

用

者

識

別

番

号

欄

等

の

税

理

士

等

の

情

報

を

削

除

し

、

納

税

者

本

人

の

電

子

証

明

書

を

添

付

し

て

提

出

す

る

こ

と

も

可

能

と

な

っ

て

い

る

。

　

②

税

理

士

等

が

代

理

送

信

（

納

税

者

本

人

の

署

名

を

省

略

）

し

て

い

る

場

合

　

税

理

士

等

が

事

前

登

録

し

た

電

子

証

明

書

と

異

な

る

電

子

証

明

書

が

添

付

さ

れ

て

い

る

。

　

正

し

い

電

子

証

明

書

を

登

録

し

た

上

で

、

再

度

送

信

を

し

て

く

だ

さ

い

と

し

て

い

る

。

　

日

本

税

理

士

会

連

合

会

で

は

、

令

和

７

年

８

月

以

降

、

第

六

世

代

の

税

理

士

用

電

子

証

明

書

の

申

込

受

付

を

順

次

開

始

し

て

お

り

、

第

五

世

代

の

税

理

士

用

電

子

証

明

書

の

有

効

期

限

は

８

年

３

月

�

日

ま

で

と

な

っ

て

い

る

。

令

和

　

年

　

月

　

日
７ � �

第３６７１号
（昭和�年�月�日第３種郵便物認可）�税のしるべ　　２０２５年



　

大

阪

大

学

の

坂

口

志

文

特

任

教

授

が

６

日

、

ノ

ー

ベ

ル

生

理

学

・

医

学

賞

を

受

賞

、

京

都

大

学

の

北

川

進

特

別

教

授

が

８

日

に

化

学

賞

を

受

賞

し

、

自

然

科

学

分

野

で

日

本

人

の

ダ

ブ

ル

受

賞

と

な

っ

た

。

大

阪

大

学

の

免

疫

研

究

に

よ

り

開

発

さ

れ

た

薬

で

持

病

が

改

善

し

た

自

民

党

の

高

市

早

苗

総

裁

は

、

Ｓ

Ｎ

Ｓ

で

「

最

高

に

嬉

し

い

日

」

と

祝

福

し

た

★

日

本

学

術

会

議

若

手

ア

カ

デ

ミ

ー

と

Ｎ

Ｈ

Ｋ

の

共

同

企

画

に

よ

る

調

査

で

は

、

約

９

割

の

研

究

者

が

日

本

の

科

学

研

究

力

の

低

下

を

感

じ

て

い

る

と

い

う

。

基

盤

的

経

費

の

減

少

等

を

背

景

に

、

研

究

に

没

頭

で

き

る

環

境

が

整

っ

て

い

な

い

★

経

済

成

長

の

源

泉

で

あ

る

イ

ノ

ベ

ー

シ

ョ

ン

を

生

み

出

す

基

礎

研

究

に

必

要

な

予

算

の

確

保

は

、

極

め

て

重

要

だ

。

ま

た

、

高

市

総

裁

が

公

約

に

掲

げ

た

経

済

安

全

保

障

に

不

可

欠

な

成

長

分

野

へ

の

大

胆

な

投

資

促

進

税

制

等

を

実

現

し

、

経

済

成

長

に

よ

る

税

収

増

に

繋

げ

て

ほ

し

い

。

（

Ａ

）

法人の申告状況（令和５年分）

青色申告 白色申告 合計

９９．１％ ０．９％ １００％

個人事業者の申告状況（令和５年分）

事業収入階級

青色申告

白色

申告

合計

正規簿記

簡易簿記

（現金主義を含む）

１円～１０００万円 ２１．５％ ２４．５％ ３３．０％ ７９．１％

１０００～５０００万円 １０．８％ ４．８％ ２．３％ １７．８％

５０００万円～１億円 １．５％ ０．４％ ０．１％ ２．０％

１億円～ ０．９％ ０．２％ ０％ １．１％

合計 ３４．７％ ２９．８％ ３５．５％ １００％

※財務省資料をもとに作成

　

★

日

税

連

が

成

年

後

見

制

度

の

無

料

相

談

会

　

日

本

税

理

士

会

連

合

会

（

太

田

直

樹

会

長

）

は

お

お

む

ね

今

月

以

降

、

全

国

�

税

理

士

会

と

の

共

催

に

よ

り

相

続

、

遺

言

、

信

託

、

任

意

後

見

を

含

め

た

成

年

後

見

制

度

に

関

す

る

無

料

相

談

会

等

を

開

催

す

る

こ

と

と

し

て

い

る

。

相

続

や

遺

言

、

民

事

信

託

等

の

財

産

管

理

制

度

、

成

年

後

見

制

度

に

関

す

る

相

談

会

・

セ

ミ

ナ

ー

な

ど

、

地

域

に

よ

っ

て

内

容

や

開

催

時

期

が

異

な

る

た

め

、

各

会

の

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

等

で

ご

確

認

を

。

例

え

ば

、

東

京

税

理

士

会

で

は

�

月

�

日

～

�

日

の

三

日

間

、

東

京

税

理

士

会

成

年

後

見

支

援

セ

ン

タ

ー

な

ど

で

、

対

面

・

電

話

に

よ

る

「

相

続

、

遺

言

、

信

託

、

任

意

後

見

を

含

め

た

成

年

後

見

制

度

を

中

心

と

し

た

相

談

会

」

を

開

催

す

る

こ

と

と

し

て

い

る

。

　

★

自

民

税

調

会

長

に

小

野

寺

氏

　

自

民

党

総

裁

に

高

市

早

苗

氏

が

就

任

し

た

こ

と

に

伴

い

、

同

党

税

制

調

査

会

の

宮

沢

洋

一

会

長

が

退

任

し

、

後

任

の

会

長

に

同

党

前

政

務

調

査

会

長

の

小

野

寺

五

典

氏

が

就

い

た

。

自

民

税

調

は

宮

沢

前

会

長

を

は

じ

め

、

野

田

毅

氏

、

津

島

雄

二

氏

ら

大

蔵

省

（

現

財

務

省

）

出

身

者

が

会

長

に

就

く

こ

と

が

多

か

っ

た

が

、

小

野

寺

氏

は

財

務

省

出

身

で

は

な

い

。

こ

の

人

事

に

関

し

、

高

市

総

裁

は

Ｓ

Ｎ

Ｓ

に

「

私

が

直

近

に

政

調

会

長

を

務

め

た

岸

田

総

裁

の

頃

（

２

０

２

１

年

）

に

は

、

『

税

制

調

査

会

長

は

総

裁

人

事

』

と

い

う

位

置

付

け

に

な

っ

て

い

ま

し

た

。

今

回

の

人

事

で

は

、

税

制

調

査

会

長

の

案

は

基

本

的

に

小

林

政

調

会

長

に

考

え

て

頂

き

、

私

が

相

談

に

乗

り

了

解

す

る

と

い

う

形

に

変

更

し

ま

し

た

」

と

投

稿

し

て

い

る

。

　

国

税

庁

は

税

務

手

続

だ

け

で

な

く

、

事

業

者

が

行

う

日

々

の

業

務

の

デ

ジ

タ

ル

化

に

向

け

た

「

事

業

者

の

デ

ジ

タ

ル

化

」

を

促

進

し

て

い

る

。

業

務

の

デ

ジ

タ

ル

化

に

当

た

っ

て

は

、

会

計

ソ

フ

ト

の

導

入

な

ど

が

手

始

め

と

な

る

が

、

日

本

商

工

会

議

所

が

昨

年

９

月

に

公

表

し

た

「

中

小

企

業

に

お

け

る

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

、

電

子

帳

簿

保

存

法

、

バ

ッ

ク

オ

フ

ィ

ス

業

務

の

実

態

調

査

結

果

」

に

よ

る

と

、

売

上

高

１

０

０

０

万

円

以

下

の

企

業

だ

と

、

帳

簿

の

作

成

業

務

で

は

�

％

が

、

請

求

書

等

の

作

成

業

務

で

は

�

％

が

依

然

と

し

て

手

書

き

だ

っ

た

。

事

業

者

の

デ

ジ

タ

ル

化

を

今

後

、

大

き

く

進

め

る

に

は

デ

ジ

タ

ル

化

が

あ

ま

り

進

展

し

て

い

な

い

小

規

模

事

業

者

対

策

が

カ

ギ

と

な

る

。

　

令

和

５

年

分

の

法

人

と

個

人

の

青

色

申

告

、

白

色

申

告

等

の

申

告

状

況

は

表

の

と

お

り

。

　

法

人

は

ほ

ぼ

す

べ

て

と

い

え

る

�

％

超

が

青

色

申

告

と

な

っ

て

い

る

も

の

の

、

個

人

の

青

色

申

告

は

�

％

程

度

で

残

り

の

約

�

％

が

白

色

申

告

と

な

っ

て

い

る

。

　

ま

た

、

日

商

に

よ

る

前

記

の

調

査

で

は

売

上

高

が

大

き

く

な

る

ほ

ど

、

請

求

書

等

の

作

成

や

記

帳

に

関

す

る

業

務

の

デ

ジ

タ

ル

化

が

進

ん

で

い

る

状

況

が

明

ら

か

に

な

っ

て

お

り

、

裏

を

返

せ

ば

、

売

上

高

が

小

さ

く

な

れ

ば

な

る

ほ

ど

、

デ

ジ

タ

ル

化

が

進

ん

で

い

な

い

。

　

こ

う

し

た

状

況

を

受

け

て

、

日

商

は

７

年

度

税

制

改

正

に

関

す

る

意

見

で

、

中

小

企

業

・

小

規

模

事

業

者

の

デ

ジ

タ

ル

化

の

推

進

を

目

的

に

、

個

人

事

業

主

の

デ

ジ

タ

ル

化

へ

の

イ

ン

セ

ン

テ

ィ

ブ

措

置

と

し

て

、

①

デ

ジ

タ

ル

ツ

ー

ル

で

記

帳

・

帳

簿

作

成

を

行

い

、

か

つ

、

②

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

で

申

告

を

行

う

者

に

対

す

る

「

ス

マ

ー

ト

青

色

申

告

制

度

」

（

仮

称

）

を

創

設

し

、

大

胆

な

イ

ン

セ

ン

テ

ィ

ブ

措

置

を

講

じ

る

こ

と

を

提

案

。

９

月

に

公

表

し

た

８

年

度

改

正

に

関

す

る

意

見

で

も

同

様

の

要

望

を

盛

り

込

ん

だ

。

　

ま

た

、

楽

天

グ

ル

ー

プ

の

代

表

で

あ

る

三

木

谷

浩

史

氏

が

代

表

理

事

を

務

め

る

経

済

団

体

・

新

経

済

連

盟

も

日

商

の

意

見

と

お

お

む

ね

同

様

の

内

容

で

、

個

人

事

業

主

と

と

も

に

、

法

人

も

対

象

と

す

る

税

務

上

の

イ

ン

セ

ン

テ

ィ

ブ

付

き

の

「

ス

マ

ー

ト

青

色

申

告

」

（

仮

称

）

の

新

設

を

提

案

し

て

い

る

。

　

新

経

済

連

盟

の

提

案

に

記

載

さ

れ

て

い

る

趣

旨

で

は

、

「

現

行

の

青

色

申

告

は

、

戦

後

に

複

式

簿

記

を

つ

け

る

の

が

難

し

か

っ

た

時

代

に

で

き

た

制

度

」

だ

と

し

た

上

で

、

個

人

事

業

主

の

青

色

申

告

の

利

用

率

は

５

～

６

割

で

停

滞

し

て

お

り

、

「

複

式

簿

記

へ

の

イ

ン

セ

ン

テ

ィ

ブ

よ

り

も

、

税

を

起

点

に

事

業

者

の

デ

ジ

タ

ル

化

を

大

胆

に

促

す

イ

ン

セ

ン

テ

ィ

ブ

が

必

要

」

な

ど

と

指

摘

し

て

い

る

。

　

一

般

に

小

規

模

事

業

者

は

、

規

模

の

よ

り

大

き

な

企

業

に

比

べ

て

労

働

生

産

性

が

低

く

、

そ

の

理

由

の

一

つ

と

し

て

デ

ジ

タ

ル

化

の

遅

れ

が

挙

げ

ら

れ

る

こ

と

が

多

い

。

業

務

の

デ

ジ

タ

ル

化

が

進

め

ば

、

生

産

性

の

向

上

が

期

待

で

き

る

。

　

国

税

庁

は

�

日

、

住

宅

取

得

資

金

に

係

る

借

入

金

等

の

年

末

残

高

等

情

報

の

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

連

携

に

関

す

る

Ｆ

Ａ

Ｑ

を

更

新

し

た

。

令

和

７

年

分

の

年

末

調

整

か

ら

調

書

方

式

に

よ

る

住

宅

ロ

ー

ン

控

除

の

適

用

を

受

け

る

従

業

員

が

い

る

こ

と

な

ど

に

よ

り

、

年

末

調

整

に

お

け

る

控

除

証

明

書

な

ど

に

つ

い

て

、

問

答

の

更

新

や

追

加

が

行

わ

れ

て

い

る

。

　

主

な

変

更

点

と

し

て

は

、

初

年

度

の

確

定

申

告

時

に

書

面

に

よ

る

控

除

証

明

書

の

交

付

を

希

望

す

る

と

、

入

居

２

年

目

の

�

月

下

旬

頃

に

２

年

目

以

降

分

の

控

除

証

明

書

が

一

括

で

送

付

さ

れ

る

た

め

、

３

年

目

以

降

分

の

控

除

証

明

書

に

年

末

残

高

等

が

記

載

さ

れ

な

い

こ

と

と

な

り

、

年

末

残

高

等

が

記

載

さ

れ

た

控

除

証

明

書

を

必

要

と

す

る

場

合

は

、

申

請

手

続

を

行

い

、

電

子

交

付

を

希

望

し

て

く

だ

さ

い

と

し

て

い

る

（

�

月

�

日

号

３

面

参

照

）

。

　

調

書

方

式

で

は

控

除

証

明

書

等

の

提

出

に

お

い

て

年

末

残

高

証

明

書

の

添

付

が

不

要

と

な

る

と

こ

ろ

、

調

書

方

式

に

対

応

し

た

金

融

機

関

と

対

応

し

て

い

な

い

金

融

機

関

か

ら

の

借

入

が

あ

る

場

合

、

対

応

し

て

い

な

い

金

融

機

関

に

つ

い

て

は

、

金

融

機

関

が

交

付

す

る

年

末

残

高

証

明

書

を

添

付

し

て

提

出

す

る

必

要

が

あ

る

と

し

て

い

る

。

　

控

除

証

明

書

は

�

月

中

旬

か

ら

下

旬

頃

に

税

務

署

か

ら

交

付

さ

れ

る

。

勤

務

先

の

年

末

調

整

に

間

に

合

わ

な

か

っ

た

場

合

は

、

確

定

申

告

の

ほ

か

、

翌

年

１

月

�

日

ま

で

に

控

除

証

明

書

を

勤

務

先

に

提

出

し

て

年

末

調

整

の

再

計

算

を

受

け

る

こ

と

も

で

き

る

と

し

て

い

る

。

（２）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　



　

国

税

庁

は

９

月

�

、

�

日

の

両

日

、

東

京

・

千

代

田

区

霞

が

関

の

同

庁

会

議

室

で

全

国

国

税

局

徴

収

部

長

（

次

長

）

会

議

を

開

催

し

た

。

管

理

運

営

部

門

関

係

で

は

、

「

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

利

用

拡

大

に

向

け

た

取

組

み

」

に

つ

い

て

議

論

。

ま

た

、

徴

収

部

門

関

係

で

は

、

令

和

７

事

務

年

度

の

徴

収

事

務

運

営

方

針

と

し

て

、

「

滞

納

の

未

然

防

止

及

び

整

理

促

進

」

「

コ

ン

プ

ラ

イ

ア

ン

ス

リ

ス

ク

に

応

じ

た

最

適

な

事

務

運

営

」

「

国

税

組

織

を

取

り

巻

く

環

境

変

化

に

応

じ

た

体

制

整

備

に

向

け

た

今

後

の

取

組

み

方

針

」

に

つ

い

て

議

論

し

た

。

　

ま

ず

、

管

理

運

営

部

門

関

係

で

は

、

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

利

用

拡

大

に

向

け

て

話

し

合

っ

た

。

現

金

に

よ

る

納

付

の

大

半

を

金

融

機

関

の

窓

口

が

占

め

て

い

る

こ

と

を

踏

ま

え

、

金

融

機

関

、

関

係

民

間

団

体

、

地

方

公

共

団

体

、

税

理

士

会

等

と

も

連

携

し

、

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

利

用

勧

奨

に

取

り

組

ん

で

い

く

旨

に

つ

い

て

同

庁

か

ら

説

明

が

あ

っ

た

ほ

か

、

さ

ら

な

る

利

用

促

進

に

向

け

て

、

金

融

機

関

に

お

け

る

納

付

手

段

の

利

用

状

況

を

踏

ま

え

た

最

適

な

利

用

勧

奨

の

方

法

な

ど

に

つ

い

て

各

局

と

意

見

交

換

を

行

っ

た

。

　

特

に

、

納

付

機

会

の

多

い

源

泉

所

得

税

は

、

窓

口

納

付

割

合

が

半

数

を

超

え

、

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

が

進

ん

で

い

な

い

。

こ

の

た

め

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

で

３

月

�

日

か

ら

運

用

を

開

始

し

た

「

源

泉

所

得

税

の

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

体

験

コ

ー

ナ

ー

」

（

４

月

７

日

号

４

面

参

照

）

を

、

金

融

機

関

店

頭

、

各

種

説

明

会

等

で

活

用

し

、

利

用

勧

奨

し

て

い

く

こ

と

と

し

て

い

る

。

な

お

、

同

コ

ー

ナ

ー

の

開

始

時

か

ら

６

月

末

ま

で

の

ア

ク

セ

ス

数

は

、

Ｗ

Ｅ

Ｂ

版

が

３

万

２

９

６

７

件

、

ダ

ウ

ン

ロ

ー

ド

版

は

２

６

８

０

件

だ

っ

た

。

　

他

方

、

徴

収

部

門

関

係

で

は

、

税

収

が

過

去

最

高

額

を

更

新

し

て

い

る

こ

と

に

伴

い

徴

収

決

定

済

額

も

増

加

し

、

新

規

発

生

滞

納

の

増

加

傾

向

が

続

い

て

い

る

こ

と

か

ら

、

「

滞

納

の

未

然

防

止

及

び

整

理

促

進

」

に

つ

い

て

議

論

。

各

局

に

お

い

て

滞

納

の

未

然

防

止

・

早

期

徴

収

に

的

確

に

取

り

組

ん

で

い

る

中

、

現

下

の

状

況

等

を

踏

ま

え

て

滞

納

残

高

の

圧

縮

に

向

け

、

各

局

で

ど

の

よ

う

な

運

営

方

針

で

取

り

組

む

こ

と

と

し

て

い

る

か

に

つ

い

て

、

同

庁

と

各

局

が

意

見

交

換

を

行

っ

た

。

「

コ

ン

プ

ラ

イ

ア

ン

ス

リ

ス

ク

に

応

じ

た

最

適

な

事

務

運

営

」

で

は

、

グ

ロ

ー

バ

ル

化

・

デ

ジ

タ

ル

化

等

が

進

展

す

る

中

で

、

国

税

組

織

と

し

て

、

将

来

の

経

済

社

会

の

在

り

方

を

見

据

え

つ

つ

、

コ

ン

プ

ラ

イ

ア

ン

ス

リ

ス

ク

管

理

を

課

税

だ

け

で

な

く

徴

収

に

も

入

れ

、

適

正

・

公

平

な

税

務

行

政

を

推

進

で

き

る

よ

う

に

随

時

検

討

を

行

っ

て

い

く

必

要

が

あ

る

た

め

、

各

局

に

お

け

る

対

応

案

な

ど

に

つ

い

て

意

見

を

交

換

し

た

。

具

体

的

に

は

、

課

税

部

と

徴

収

部

が

連

携

し

情

報

共

有

等

を

す

る

こ

と

に

よ

り

、

滞

納

の

未

然

防

止

と

と

も

に

新

規

に

発

生

し

た

滞

納

を

繰

り

越

さ

な

い

よ

う

、

一

気

通

貫

で

取

り

組

ん

で

い

く

方

針

だ

。

　

こ

の

ほ

か

、

在

留

外

国

人

が

近

年

増

加

傾

向

に

あ

る

中

、

昨

年

９

月

か

ら

今

年

３

月

末

ま

で

「

多

言

語

コ

ー

ル

セ

ン

タ

ー

」

を

一

部

の

局

と

署

で

試

行

し

て

お

り

、

９

月

か

ら

は

全

局

に

拡

大

。

外

国

人

の

滞

納

者

に

同

コ

ー

ル

セ

ン

タ

ー

を

通

じ

て

納

税

催

告

を

行

い

、

早

期

徴

収

を

図

っ

て

い

く

。

「

国

税

組

織

を

取

り

巻

く

環

境

変

化

に

応

じ

た

体

制

整

備

に

向

け

た

今

後

の

取

組

方

針

」

で

は

、

Ｇ

Ｓ

Ｓ

（

ガ

バ

メ

ン

ト

ソ

リ

ュ

ー

シ

ョ

ン

サ

ー

ビ

ス

）

環

境

へ

の

移

行

、

セ

ン

タ

ー

化

の

全

署

拡

大

及

び

Ｋ

Ｓ

Ｋ

２

へ

の

移

行

が

、

７

事

務

年

度

以

降

に

予

定

さ

れ

て

い

る

こ

と

か

ら

、

こ

う

し

た

執

務

環

境

の

変

化

の

下

で

、

例

え

ば

Ｇ

Ｓ

Ｓ

の

活

用

に

よ

り

遠

隔

化

が

図

れ

る

事

務

等

を

検

討

し

、

い

か

に

し

て

事

務

の

効

率

化

を

図

り

、

滞

納

未

然

防

止

な

ど

滞

納

残

高

圧

縮

に

向

け

た

重

要

課

題

に

事

務

量

を

投

下

し

て

い

く

か

な

ど

、

事

務

運

営

の

最

適

化

を

進

め

る

た

め

方

策

に

つ

い

て

各

局

が

意

見

を

交

換

し

た

。

な

お

、

Ｇ

Ｓ

Ｓ

は

、

８

月

に

は

同

庁

に

、

９

月

に

は

福

岡

局

と

金

沢

局

に

先

行

導

入

さ

れ

て

い

る

。

　

国

税

庁

は

こ

の

ほ

ど

、

令

和

６

年

度

の

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

割

合

な

ど

（

速

報

値

）

を

公

表

し

た

。

　

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

件

数

は

２

２

５

５

万

件

で

、

そ

の

割

合

は

�

・

３

％

と

、

５

年

度

の

�

・

０

％

よ

り

６

・

３

㌽

上

昇

し

た

。

　

�

・

３

％

の

内

訳

は

、

ネ

ッ

ト

バ

ン

キ

ン

グ

が

�

・

１

％

（

前

年

度

比

２

・

４

㌽

増

）

と

最

も

多

く

、

振

替

納

税

が

�

・

８

％

（

同

０

・

７

㌽

増

）

、

ダ

イ

レ

ク

ト

納

付

（

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

に

よ

る

口

座

振

替

）

が

�

・

８

％

（

同

２

・

４

㌽

増

）

、

ク

レ

ジ

ッ

ト

カ

ー

ド

納

付

が

２

・

３

％

（

同

０

・

３

㌽

増

）

、

ス

マ

ホ

ア

プ

リ

納

付

が

１

・

３

％

（

同

０

・

４

㌽

増

）

と

続

い

て

い

る

。

　

な

お

、

同

庁

は

、

８

年

度

の

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

割

合

の

目

標

値

を

�

％

に

設

定

す

る

予

定

と

し

て

い

る

。

　

他

方

、

窓

口

納

付

件

数

は

２

７

１

８

万

件

で

、

そ

の

割

合

は

�

・

７

％

だ

っ

た

。

内

訳

を

見

る

と

、

金

融

機

関

窓

口

が

２

３

８

０

万

件

（

�

・

９

％

）

、

コ

ン

ビ

ニ

納

付

が

２

５

５

万

件

（

５

・

１

％

）

、

税

務

署

窓

口

が

�

万

件

（

１

・

７

％

）

と

な

っ

て

い

る

。

　

窓

口

納

付

を

人

格

別

に

見

る

と

、

法

人

が

�

・

０

％

を

占

め

、

個

人

が

�

・

０

％

と

な

っ

て

い

る

。

税

目

別

で

は

、

源

泉

所

得

税

が

�

・

８

％

と

依

然

と

し

て

多

い

。

そ

の

内

訳

は

、

自

主

納

付

分

が

�

・

９

％

、

告

知

分

（

税

務

署

か

ら

納

付

額

の

通

知

が

あ

っ

た

も

の

）

が

６

・

１

％

だ

っ

た

。

続

い

て

、

消

費

税

が

�

・

３

％

、

申

告

所

得

税

が

�

・

３

％

、

法

人

税

が

９

・

７

％

、

そ

の

他

が

３

・

９

％

と

な

っ

て

い

る

。

　

中

小

企

業

庁

の

設

置

し

て

い

る

中

小

Ｍ

＆

Ａ

市

場

の

改

革

に

向

け

た

検

討

会

（

座

長

＝

松

中

学

名

古

屋

大

学

大

学

院

教

授

）

は

７

日

、

第

３

回

会

合

を

開

催

し

た

。

こ

の

中

で

、

令

和

８

年

度

以

降

に

創

設

す

る

予

定

の

「

中

小

Ｍ

＆

Ａ

ア

ド

バ

イ

ザ

ー

試

験

（

仮

称

）

」

に

つ

い

て

詳

細

な

試

験

内

容

（

試

験

科

目

等

）

の

検

討

を

行

う

た

め

、

同

検

討

会

の

下

に

ワ

ー

キ

ン

グ

グ

ル

ー

プ

（

Ｗ

Ｇ

）

を

設

置

す

る

こ

と

と

し

た

。

Ｗ

Ｇ

で

は

同

検

討

会

で

審

議

し

た

内

容

を

も

と

に

、

最

新

動

向

を

踏

ま

え

た

各

年

度

の

試

験

構

成

の

決

定

等

の

各

種

論

点

整

理

を

行

う

。

そ

の

上

で

、

実

際

の

試

験

実

施

や

作

問

等

は

試

験

実

施

団

体

が

行

う

こ

と

を

想

定

し

て

い

る

。

　

当

日

に

資

料

に

よ

る

と

、

早

期

の

資

格

試

験

実

施

に

向

け

て

は

、

試

験

実

施

に

係

る

「

試

験

要

綱

」

を

策

定

し

公

表

す

る

必

要

が

あ

る

と

い

う

。

新

た

に

設

置

す

る

Ｗ

Ｇ

で

は

、

試

験

要

綱

の

策

定

に

必

要

な

事

項

の

う

ち

、

「

試

験

科

目

・

出

題

範

囲

等

」

「

合

格

基

準

・

難

易

度

」

等

に

つ

い

て

議

論

す

る

こ

と

を

想

定

し

て

い

る

。

試

験

要

綱

策

定

に

必

要

な

事

項

の

う

ち

、

こ

の

ほ

か

の

試

験

制

度

お

よ

び

運

用

内

容

は

中

小

企

業

庁

財

務

課

で

、

試

験

合

格

者

の

登

録

制

度

は

同

検

討

会

で

そ

れ

ぞ

れ

検

討

す

る

。

　

同

検

討

会

が

検

討

す

る

資

格

合

格

者

の

登

録

制

度

は

、

試

験

合

格

者

に

対

し

、

資

格

取

得

者

名

簿

へ

の

登

録

や

更

新

の

た

め

の

要

件

と

し

て

中

小

Ｍ

＆

Ａ

実

務

や

倫

理

・

行

動

規

範

等

に

関

す

る

講

習

受

講

を

求

め

る

こ

と

な

ど

を

想

定

す

る

。

資

格

取

得

者

に

何

ら

か

の

倫

理

・

行

動

規

範

等

に

抵

触

す

る

行

為

が

検

出

さ

れ

た

場

合

に

、

事

実

認

定

等

の

適

正

な

手

続

を

取

っ

た

上

で

、

登

録

取

消

等

の

判

断

を

行

う

こ

と

も

イ

メ

ー

ジ

さ

れ

て

い

る

。

　

ま

た

、

こ

の

日

の

会

合

で

は

、

「

中

小

Ｍ

＆

Ａ

実

施

時

の

経

営

者

保

証

の

取

扱

い

に

係

る

参

考

資

料

」

が

明

ら

か

に

さ

れ

た

。

同

資

料

は

、

中

小

Ｍ

＆

Ａ

時

の

経

営

者

保

証

の

解

除

等

に

関

わ

る

各

関

係

者

に

求

め

ら

れ

る

行

動

等

を

ま

と

め

て

策

定

す

る

こ

と

で

、

他

の

関

係

者

に

求

め

ら

れ

る

行

動

も

あ

わ

せ

て

把

握

す

る

こ

と

が

で

き

る

た

め

、

適

切

な

経

営

者

保

証

解

除

等

の

た

め

の

望

ま

し

い

環

境

を

業

界

全

体

で

構

築

す

る

こ

と

を

目

的

と

し

た

も

の

。

　

参

考

資

料

の

中

で

は

、

問

題

化

し

て

い

る

譲

り

渡

し

側

の

経

営

者

保

証

に

関

す

る

ト

ラ

ブ

ル

排

除

の

上

で

、

Ｍ

＆

Ａ

成

立

と

同

時

に

経

営

者

保

証

の

解

除

等

を

行

う

こ

と

が

最

も

優

先

さ

れ

る

対

応

で

あ

る

と

し

、

成

立

と

同

時

の

解

除

等

が

困

難

な

場

合

は

、

Ｍ

＆

Ａ

成

立

後

可

能

な

限

り

早

期

の

段

階

で

解

除

等

が

行

わ

れ

る

こ

と

が

求

め

ら

れ

る

な

ど

と

し

て

い

る

。

（３） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　



　

経

済

・

社

会

情

勢

が

大

き

く

変

化

し

て

い

く

中

、

税

務

行

政

は

ど

の

よ

う

に

対

応

し

て

い

く

の

か

。

所

得

税

の

基

礎

控

除

の

見

直

し

等

や

Ｄ

Ｘ

へ

の

取

組

で

、

今

後

の

事

務

運

営

や

調

査

手

法

は

ど

う

変

わ

る

の

か

。

本

紙

で

は

今

週

以

降

、

国

税

庁

の

幹

部

に

話

を

聞

く

。

第

１

回

は

、

高

橋

俊

一

課

税

部

長

に

今

後

の

事

務

運

営

方

針

な

ど

に

つ

い

て

話

を

聞

い

た

。

次

週

以

降

、

山

崎

博

之

徴

収

部

長

、

斎

須

朋

之

調

査

査

察

部

長

、

武

田

一

彦

審

議

官

（

国

際

担

当

）

、

藤

﨑

雄

二

郎

審

議

官

（

酒

税

等

担

当

）

の

話

を

掲

載

す

る

。

国税庁

の幹部

に聞く

課税部長

高橋　俊一

　

た

か

は

し

・

し

ゅ

ん

い

ち

　

平

成

５

年

現

財

務

省

入

省

。

�

年

国

税

庁

長

官

官

房

企

画

課

課

長

補

佐

。

�

年

国

税

庁

長

官

官

房

総

務

課

課

長

補

佐

。

�

年

東

京

国

税

局

査

察

部

長

。

�

年

大

臣

官

房

企

画

官

兼

主

税

局

税

制

第

三

課

。

�

年

主

計

局

主

計

官

。

令

和

２

年

国

税

庁

長

官

官

房

人

事

課

長

。

４

年

福

岡

国

税

局

長

。

６

年

７

月

か

ら

現

職

。

　

―

―

今

事

務

年

度

の

基

本

方

針

に

つ

い

て

お

聞

か

せ

く

だ

さ

い

。

　

課

税

部

に

お

い

て

は

、

国

税

庁

の

使

命

で

あ

る

納

税

者

の

自

発

的

な

納

税

義

務

の

履

行

を

適

正

か

つ

円

滑

に

実

現

す

る

た

め

、

申

告

・

納

税

手

続

な

ど

に

関

す

る

情

報

の

的

確

な

周

知

・

広

報

を

行

っ

て

い

く

と

と

も

に

、

納

税

者

の

方

々

か

ら

の

相

談

な

ど

に

対

し

て

迅

速

か

つ

的

確

に

対

応

し

、

納

税

者

サ

ー

ビ

ス

の

充

実

に

努

め

て

ま

い

り

ま

す

。

　

税

務

調

査

に

つ

い

て

は

、

大

口

・

悪

質

な

事

案

へ

の

対

応

を

基

本

と

し

つ

つ

、

引

き

続

き

、

消

費

税

の

適

正

課

税

の

確

保

、

国

際

化

及

び

富

裕

層

へ

の

対

応

、

無

申

告

や

シ

ェ

ア

リ

ン

グ

エ

コ

ノ

ミ

ー

等

新

分

野

の

経

済

活

動

へ

の

対

応

を

課

税

部

重

点

課

題

と

し

た

上

で

、

計

画

的

か

つ

重

点

的

に

取

り

組

ん

で

ま

い

り

ま

す

。

　

ま

た

、

調

査

に

当

た

っ

て

は

、

申

告

・

決

算

情

報

や

法

定

調

書

な

ど

に

つ

い

て

、

Ａ

Ｉ

を

活

用

し

た

予

測

モ

デ

ル

を

用

い

て

分

析

し

、

申

告

漏

れ

の

可

能

性

が

高

い

納

税

者

を

的

確

か

つ

効

果

的

に

抽

出

し

、

深

度

あ

る

調

査

を

実

施

す

る

と

い

っ

た

取

組

を

進

め

て

い

ま

す

。

　

一

方

で

、

計

算

誤

り

や

法

令

の

適

用

誤

り

な

ど

が

想

定

さ

れ

る

納

税

者

に

は

、

行

政

指

導

等

に

よ

り

幅

広

く

接

触

し

申

告

内

容

の

是

正

を

図

る

な

ど

、

必

要

な

対

応

を

実

施

し

て

い

ま

す

。

　

今

事

務

年

度

に

お

い

て

も

、

効

果

的

・

効

率

的

な

事

務

運

営

を

着

実

に

推

進

し

、

適

正

・

公

平

な

課

税

の

実

現

に

努

め

て

ま

い

り

ま

す

。

　

―

―

所

得

税

の

基

礎

控

除

の

見

直

し

等

へ

の

対

応

に

つ

い

て

お

聞

か

せ

く

だ

さ

い

。

　

令

和

７

年

度

の

税

制

改

正

に

よ

り

、

所

得

税

の

基

礎

控

除

や

給

与

所

得

控

除

の

見

直

し

、

特

定

親

族

特

別

控

除

の

創

設

、

扶

養

親

族

等

の

所

得

要

件

の

改

正

が

行

わ

れ

、

年

末

調

整

や

確

定

申

告

に

お

い

て

こ

れ

ら

の

制

度

改

正

が

適

用

さ

れ

る

こ

と

と

な

っ

て

お

り

ま

す

。

　

こ

の

た

め

、

国

税

庁

で

は

、

こ

の

制

度

改

正

に

つ

い

て

、

源

泉

徴

収

義

務

者

の

皆

様

が

そ

の

内

容

を

十

分

に

理

解

し

た

上

で

、

円

滑

か

つ

適

切

に

対

応

で

き

る

よ

う

、

国

税

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

特

設

サ

イ

ト

を

開

設

し

て

、

Ｑ

＆

Ａ

や

各

種

様

式

等

を

掲

載

す

る

と

と

も

に

、

パ

ン

フ

レ

ッ

ト

を

送

付

す

る

な

ど

、

制

度

の

周

知

・

広

報

を

図

っ

て

き

た

と

こ

ろ

で

す

。

　

さ

ら

に

、

源

泉

徴

収

義

務

者

の

皆

様

か

ら

の

質

問

等

に

対

応

す

る

た

め

、

コ

ー

ル

セ

ン

タ

ー

を

開

設

す

る

と

と

も

に

、

税

務

署

に

お

い

て

、

説

明

会

の

開

催

や

講

師

派

遣

を

実

施

し

て

お

り

ま

す

。

　

ま

た

、

個

人

の

納

税

者

の

皆

様

に

つ

い

て

も

、

こ

の

制

度

改

正

に

円

滑

か

つ

適

切

に

対

応

で

き

る

よ

う

、

国

税

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

各

種

情

報

を

掲

載

す

る

な

ど

し

て

必

要

な

手

続

を

案

内

す

る

と

と

も

に

、

確

定

申

告

期

に

は

、

確

定

申

告

会

場

や

電

話

相

談

セ

ン

タ

ー

で

の

相

談

対

応

を

丁

寧

に

行

う

こ

と

と

し

て

お

り

ま

す

。

　

―

―

Ｄ

Ｘ

の

取

組

に

つ

い

て

お

聞

か

せ

く

だ

さ

い

。

　

国

税

庁

に

お

い

て

は

、

納

税

者

の

利

便

性

向

上

や

税

務

行

政

の

効

率

化

を

図

る

観

点

か

ら

、

税

務

行

政

の

デ

ジ

タ

ル

・

ト

ラ

ン

ス

フ

ォ

ー

メ

ー

シ

ョ

ン

に

取

り

組

ん

で

お

り

ま

す

。

　

令

和

７

年

９

月

か

ら

デ

ジ

タ

ル

庁

が

提

供

す

る

政

府

共

通

の

業

務

実

施

環

境

で

あ

る

Ｇ

Ｓ

Ｓ

を

順

次

導

入

し

て

お

り

、

調

査

等

を

実

施

す

る

際

に

、

必

要

に

応

じ

て

、

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

メ

ー

ル

、

Ｗ

ｅ

ｂ

会

議

シ

ス

テ

ム

（

Ｍ

ｉ

ｃ

ｒ

ｏ

ｓ

ｏ

ｆ

ｔ

　

Ｔ

ｅ

ａ

ｍ

ｓ

）

又

は

オ

ン

ラ

イ

ン

ス

ト

レ

ー

ジ

サ

ー

ビ

ス

（

Ｐ

ｒ

ｉ

ｍ

ｅ

Ｄ

ｒ

ｉ

ｖ

ｅ

）

と

い

っ

た

オ

ン

ラ

イ

ン

ツ

ー

ル

を

利

用

す

る

こ

と

を

予

定

し

て

お

り

ま

す

。

　

オ

ン

ラ

イ

ン

ツ

ー

ル

が

利

用

可

能

と

な

る

こ

と

で

、

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

メ

ー

ル

で

税

務

署

及

び

国

税

局

の

職

員

へ

の

連

絡

や

オ

ン

ラ

イ

ン

ス

ト

レ

ー

ジ

サ

ー

ビ

ス

に

よ

る

大

容

量

デ

ー

タ

の

受

渡

し

が

可

能

と

な

る

な

ど

、

納

税

者

の

利

便

性

の

向

上

に

大

き

く

寄

与

い

た

し

ま

す

。

　

な

お

、

オ

ン

ラ

イ

ン

ツ

ー

ル

に

つ

い

て

は

、

国

税

当

局

の

担

当

者

と

利

用

者

双

方

と

の

合

意

の

下

で

利

用

す

る

こ

と

と

し

て

お

り

ま

す

。

　

利

用

に

当

た

っ

て

は

、

同

意

事

項

等

の

ご

登

録

な

ど

所

定

の

手

続

き

が

必

要

と

な

り

ま

す

の

で

、

ス

ム

ー

ズ

に

手

続

き

す

る

こ

と

が

で

き

る

よ

う

、

国

税

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

、

オ

ン

ラ

イ

ン

ツ

ー

ル

の

利

用

手

順

等

を

掲

載

す

る

な

ど

、

周

知

を

図

っ

て

ま

い

り

ま

す

。

（

参

考

）

・

令

和

７

年

９

月

か

ら

導

入

を

開

始

し

た

の

は

金

沢

国

税

局

・

福

岡

国

税

局

及

び

２

局

の

管

内

税

務

署

・

そ

の

他

の

国

税

局

等

及

び

管

内

税

務

署

に

つ

い

て

は

、

令

和

８

年

３

月

か

ら

同

年

６

月

ま

で

の

間

に

順

次

導

入

予

定

。

　

―

―

令

和

７

年

分

の

確

定

申

告

に

向

け

た

取

組

に

つ

い

て

お

聞

か

せ

く

だ

さ

い

。

　

令

和

７

年

分

の

確

定

申

告

に

お

い

て

も

、

前

年

に

引

き

続

き

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

の

利

便

性

向

上

に

よ

る

ご

自

宅

か

ら

の

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

の

推

進

に

取

り

組

ん

で

い

き

ま

す

。

　

具

体

的

に

は

、

国

税

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

の

「

確

定

申

告

書

等

作

成

コ

ー

ナ

ー

」

に

お

い

て

、

令

和

６

年

分

か

ら

対

応

し

て

い

る

〝

Ａ

ｎ

ｄ

ｒ

ｏ

ｉ

ｄ

ス

マ

ホ

用

電

子

証

明

書

搭

載

サ

ー

ビ

ス

〟

に

続

き

、

〝

ｉ

Ｐ

ｈ

ｏ

ｎ

ｅ

の

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

〟

を

利

用

す

る

こ

と

で

、

ｉ

Ｐ

ｈ

ｏ

ｎ

ｅ

端

末

に

お

い

て

も

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

を

ス

マ

ホ

に

か

ざ

す

こ

と

な

く

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

で

送

信

で

き

る

よ

う

に

な

る

な

ど

の

改

修

を

行

い

、

ご

自

宅

か

ら

の

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

の

利

用

を

よ

り

一

層

促

進

し

て

ま

い

り

ま

す

。

　

さ

ら

に

、

利

用

者

数

が

年

々

増

加

し

て

い

る

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

連

携

に

つ

い

て

も

、

利

用

者

の

拡

大

に

向

け

た

周

知

・

広

報

に

取

り

組

む

ほ

か

、

令

和

７

年

分

か

ら

は

「

生

命

保

険

契

約

等

の

一

時

金

・

年

金

の

支

払

調

書

」

や

「

損

害

保

険

契

約

等

の

満

期

返

戻

金

等

・

年

金

の

支

払

調

書

」

、

ふ

る

さ

と

納

税

以

外

の

寄

附

金

に

も

一

部

対

応

す

る

な

ど

、

対

象

範

囲

の

拡

大

に

よ

り

一

層

の

推

進

を

図

っ

て

ま

い

り

ま

す

。

　

な

お

、

本

年

に

お

い

て

は

、

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

及

び

電

子

証

明

書

が

有

効

期

限

切

れ

と

な

る

方

が

多

い

こ

と

が

見

込

ま

れ

ま

す

の

で

、

該

当

す

る

方

に

つ

い

て

は

確

定

申

告

に

影

響

が

な

い

よ

う

、

関

係

省

庁

と

も

連

携

し

、

円

滑

・

確

実

な

更

新

手

続

を

促

す

周

知

を

実

施

し

て

い

く

予

定

で

す

。

　

令

和

７

年

分

の

確

定

申

告

に

つ

い

て

は

、

是

非

と

も

ご

自

宅

か

ら

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

を

ご

利

用

く

だ

さ

い

。

（４）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　



【必要経費の区分】

区分 内容 算入時期

収入対応費用

売上原価、総収入金額を得るた

め直接要した費用

収入の帰属す

る年分

植林費、取得に要した費用、管

理費、伐採費、山林の育成又は

譲渡に要した費用

期間対応費用

販売費、一般管理費、その他業

務上の費用

費用が生じた

年分

　所得税法第�条第１項を大別すると、必要経費には、①総収

入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に

要した費用と、②その年における販売費、一般管理費その他こ

れらの所得を生ずべき業務について生じた費用があるというこ

とが分かります。①の費用は、収入との関係が明らかなもの（収

入対応費用）であり、費用収益対応の原則に則ったものです。

一方、②の費用は、収入と直接の関係性はないもののその年に

おいて発生したことが明らかなもの（期間対応費用）です。で

すから、通常、①の収入対応費用は、その収入の帰属する年分

の必要経費として、また、②の期間対応費用は、その費用が生

じた年分の必要経費として取り扱われることになります。

　ところで、法人税法第�条第３項は、法人の所得金額の計算

上損金の額に算入すべき金額として、同項第１号に「収益に係

る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価」を規定

しています。所得税法第�条第１項と若干の文言の違いはある

ものの、同号が収入対応費用を定めたものであることは明らか

です。また、同項第２号は、「当該事業年度の販売費、一般管

理費その他の費用」を規定しています。これは、期間対応費用

を定めたものであり、所得税法第�条第１項とほぼ同様の規定

振りになっています。

　かつて、所得税法は、必要経費を「収入を得るに必要な経費」

と定め、収入対応費用のみをその対象にしていました。沿革的

には、昭和�年の所得税法の全文改正により、現行の所得税法

第�条第１項が置かれたとされますので、このときに法人税法

上の損金との平仄を図った、すなわち費用収益対応の原則に加

えて期間対応の原則を取り入れたものと考えられます（「昭和

�年改正税法のすべて」より）。

　なお、所得税法第�条第２項は、山林に係る所得金額の計算

上必要経費に算入すべき金額として、その山林の植林費、取得

に要した費用、管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡

に要した費用の額を規定しています。これらの費用は、山林の

伐採や譲渡によって収入が発生した場合に控除する費用ですか

ら、全て収入対応費用であるということになります。

　

戦

後

の

税

制

・

税

務

行

政

に

お

い

て

、

最

も

大

き

な

影

響

を

及

ぼ

し

た

の

が

、

昭

和

�

年

の

シ

ャ

ウ

プ

勧

告

で

あ

り

、

そ

れ

を

立

法

化

し

た

昭

和

�

年

の

シ

ャ

ウ

プ

税

制

で

あ

る

こ

と

は

疑

い

な

い

。

戦

後

の

税

制

は

、

シ

ャ

ウ

プ

税

制

を

基

に

し

て

、

そ

れ

を

繰

り

返

し

是

正

し

、

あ

る

い

は

廃

止

し

て

き

た

よ

う

な

も

の

で

あ

る

。

　

も

っ

と

も

、

シ

ャ

ウ

プ

税

制

に

は

、

元

々

、

理

論

が

先

行

し

、

我

が

国

の

実

態

に

は

そ

ぐ

わ

な

い

も

の

も

あ

っ

た

。

こ

の

点

に

つ

い

て

は

、

筆

者

自

身

大

学

に

身

を

置

く

よ

う

に

な

っ

て

、

「

学

者

」

の

習

性

が

「

仮

説

を

立

て

実

証

す

る

」

こ

と

に

あ

る

こ

と

が

分

か

っ

て

、

シ

ャ

ウ

プ

博

士

も

、

占

領

下

の

我

が

国

を

試

験

台

に

し

た

の

で

は

な

い

か

、

と

勘

繰

る

こ

と

も

あ

っ

た

。

　

と

も

あ

れ

、

改

め

て

、

シ

ャ

ウ

プ

勧

告

（

税

制

）

が

な

ん

で

あ

っ

た

か

を

知

る

た

め

に

、

次

の

書

籍

を

参

考

に

し

た

。

　

○

「

シ

ャ

ウ

プ

使

節

団

日

本

税

制

報

告

書

（

復

元

版

）

」

（

日

本

税

理

士

会

連

合

会

）

　

○

「

昭

和

税

制

の

回

顧

と

展

望

　

上

巻

」

（

大

蔵

財

務

協

会

）

　

○

「

現

代

税

制

改

革

史

（

終

戦

か

ら

バ

ブ

ル

崩

壊

ま

で

）

」

（

石

弘

光

著

　

東

洋

経

済

新

報

社

）

　

こ

れ

ら

の

文

献

に

よ

れ

ば

、

シ

ャ

ウ

プ

博

士

（

当

時

�

歳

）

ら

一

行

７

名

は

、

昭

和

�

年

５

月

に

来

日

し

、

８

月

末

ま

で

に

、

全

国

各

地

で

実

態

調

査

を

行

っ

た

上

で

、

数

百

ペ

ー

ジ

に

及

ぶ

勧

告

書

を

ま

と

め

た

の

で

あ

る

が

、

そ

の

行

動

力

と

業

績

に

深

く

感

動

し

た

（

筆

者

が

税

務

大

学

校

研

究

科

生

（

昭

和

�

年

）

以

降

ご

指

導

を

賜

っ

た

金

子

宏

先

生

か

ら

、

ア

メ

リ

カ

で

シ

ャ

ウ

プ

博

士

に

お

会

い

し

た

こ

と

を

お

話

し

し

て

い

た

だ

い

た

こ

と

が

あ

る

が

、

大

変

貴

重

な

ご

経

験

で

あ

っ

た

こ

と

と

ご

推

察

し

て

い

る

）

。

　

そ

の

シ

ャ

ウ

プ

勧

告

の

骨

子

は

、

次

の

と

お

り

で

あ

る

。

　

○

所

得

税

の

課

税

単

位

を

同

居

親

族

合

算

制

度

を

廃

止

し

、

個

人

単

位

課

税

を

原

則

と

す

る

。

　

○

所

得

税

の

最

高

税

率

を

�

％

（

従

前

�

％

）

に

引

き

下

げ

、

高

額

所

得

者

に

対

す

る

補

完

税

と

し

て

富

裕

税

を

創

設

す

る

。

富

裕

税

の

基

礎

控

除

は

、

５

０

０

万

円

で

、

そ

の

税

率

は

、

純

資

産

額

に

対

し

て

、

次

の

と

お

り

で

あ

る

。

　

５

０

０

万

円

～

１

０

０

０

万

円

　

　

０

・

５

％

　

１

０

０

０

万

円

～

２

０

０

０

万

円

　

１

・

０

％

　

２

０

０

０

万

円

～

５

０

０

０

万

円

　

２

・

０

％

　

５

０

０

０

万

円

以

上

　

　

　

　

　

　

３

・

０

％

　

○

譲

渡

所

得

は

、

全

額

課

税

（

従

前

は

半

額

課

税

）

し

、

譲

渡

損

失

は

全

額

控

除

す

る

。

こ

の

場

合

、

相

続

及

び

贈

与

に

よ

る

資

産

の

無

償

移

転

に

対

し

て

も

、

譲

渡

所

得

課

税

を

行

う

。

　

○

法

人

税

に

つ

い

て

は

、

個

人

に

対

す

る

所

得

税

の

前

取

り

と

し

て

位

置

付

け

る

。

そ

の

方

法

と

し

て

、

税

率

は

�

％

の

比

例

税

率

と

し

、

留

保

所

得

の

累

積

（

積

立

金

）

に

対

し

税

率

１

％

（

同

族

会

社

は

６

％

）

で

課

税

し

、

受

取

配

当

金

は

益

金

不

算

入

と

す

る

。

こ

れ

に

関

連

し

、

個

人

所

得

税

に

お

い

て

配

当

控

除

（

�

％

）

を

設

け

る

。

ま

た

、

清

算

所

得

課

税

を

廃

止

す

る

。

　

○

資

産

の

再

評

価

を

実

施

す

る

。

　

○

相

続

税

に

つ

い

て

は

、

遺

産

課

税

制

度

を

遺

産

取

得

者

課

税

制

度

に

改

め

、

取

得

者

の

一

生

を

通

ず

る

累

進

課

税

方

式

に

よ

る

も

の

と

す

る

。

こ

の

た

め

、

贈

与

税

は

廃

止

す

る

。

　

○

相

続

税

の

税

率

を

�

％

な

い

し

�

％

（

従

前

は

�

％

な

い

し

�

％

）

に

引

き

上

げ

る

。

　

○

税

務

行

政

に

対

し

て

は

、

次

の

こ

と

を

実

施

す

る

。

　

・

所

得

税

及

び

法

人

税

と

も

、

青

色

申

告

制

度

を

導

入

し

、

青

色

申

告

者

に

対

し

て

所

定

の

優

遇

措

置

を

講

ず

る

。

　

・

�

万

円

超

の

所

得

者

に

つ

い

て

は

、

氏

名

及

び

所

得

税

額

を

一

般

の

閲

覧

に

供

す

る

。

　

・

納

税

貯

蓄

組

合

を

設

け

る

。

　

・

異

議

申

立

て

で

協

議

が

整

わ

な

い

と

き

は

協

議

団

に

審

査

を

請

求

す

る

こ

と

を

認

め

る

。

　

・

税

務

行

政

の

訓

令

、

税

法

の

解

釈

を

で

き

る

限

り

公

表

す

る

。

　

・

民

間

の

租

税

研

究

を

盛

ん

に

し

、

各

大

学

の

法

学

部

に

税

法

の

講

座

を

設

け

る

。

　

か

く

し

て

、

こ

の

よ

う

な

シ

ャ

ウ

プ

勧

告

は

、

昭

和

�

年

度

補

正

予

算

に

お

け

る

税

制

改

正

大

綱

（

シ

ャ

ウ

プ

勧

告

に

基

づ

く

第

一

次

税

制

改

正

）

及

び

昭

和

�

年

度

税

制

改

正

要

綱

（

シ

ャ

ウ

プ

勧

告

に

基

づ

く

第

二

次

税

制

改

正

）

に

お

い

て

、

若

干

の

調

整

を

加

え

た

上

で

、

実

施

さ

れ

る

こ

と

に

な

っ

た

。

（５） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　



　

令

和

７

年

�

月

１

日

か

ら

給

与

所

得

控

除

額

及

び

扶

養

親

族

等

の

所

得

要

件

が

改

正

さ

れ

、

新

た

に

扶

養

控

除

等

の

対

象

と

な

る

扶

養

親

族

等

を

有

す

る

こ

と

と

な

っ

た

従

業

員

は

、

そ

の

旨

を

記

載

し

た

「

令

和

７

年

分

給

与

所

得

者

の

扶

養

控

除

等

（

異

動

）

申

告

書

」

を

給

与

の

支

払

者

に

提

出

す

る

こ

と

と

な

る

。

　

ま

た

、

年

齢

�

歳

以

上

�

歳

未

満

で

合

計

所

得

金

額

が

�

万

円

超

１

２

３

万

円

以

下

の

親

族

を

有

す

る

人

は

、

新

た

に

「

特

定

親

族

特

別

控

除

」

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

る

こ

と

と

さ

れ

た

。

　

さ

ら

に

、

基

礎

控

除

額

が

改

正

さ

れ

、

従

業

員

か

ら

提

出

さ

れ

た

「

給

与

所

得

者

の

基

礎

控

除

申

告

書

」

に

、

そ

の

合

計

所

得

金

額

に

応

じ

た

基

礎

控

除

額

が

正

し

く

記

載

さ

れ

て

い

る

こ

と

を

確

認

す

る

必

要

が

あ

り

、

給

与

所

得

控

除

額

の

改

正

に

よ

り

、

配

偶

者

に

給

与

所

得

が

あ

る

場

合

に

は

、

改

正

後

の

給

与

所

得

控

除

額

を

適

用

し

て

算

出

さ

れ

た

合

計

所

得

金

額

に

応

じ

て

、

配

偶

者

（

特

別

）

控

除

額

が

正

し

く

記

載

さ

れ

て

い

る

こ

と

を

確

認

す

る

必

要

が

あ

る

。

　

本

書

は

、

そ

れ

ら

に

つ

い

て

の

多

様

な

解

説

、

様

式

記

載

例

、

Ｑ

＆

Ａ

等

を

盛

り

込

ん

だ

年

末

調

整

に

向

け

た

必

携

書

。

　

Ｂ

５

判

、

４

８

４

ペ

ー

ジ

。

定

価

２

４

２

０

円

（

税

込

み

）

。

　

申

し

込

み

は

、

（

一

財

）

大

蔵

財

務

協

会

販

売

局

（

℡

�

―

３

８

２

９

―

４

１

４

１

、

�

�

―

３

８

２

９

―

４

０

０

１

）

。

　

同

族

会

社

に

対

す

る

無

利

息

貸

付

け

は

、

所

得

税

の

負

担

を

不

当

に

減

少

さ

せ

る

結

果

と

な

る

も

の

で

あ

る

と

判

断

し

た

事

例

。

パ

チ

ン

コ

平

和

事

件

（

最

高

裁

平

成

�

年

７

月

�

日

判

決

）

を

踏

ま

え

た

判

断

と

な

っ

て

い

る

。

　

原

処

分

庁

が

、

請

求

人

の

同

族

会

社

に

対

す

る

金

員

の

無

利

息

貸

付

け

に

つ

い

て

、

同

族

会

社

の

行

為

計

算

否

認

の

規

定

に

よ

り

、

貸

付

け

に

よ

り

請

求

人

が

収

受

す

べ

き

利

息

相

当

額

が

雑

所

得

の

総

収

入

金

額

に

算

入

さ

れ

る

と

し

て

所

得

税

等

の

更

正

処

分

を

行

っ

た

。

こ

れ

に

対

し

、

請

求

人

が

原

処

分

の

全

部

の

取

消

を

求

め

た

が

、

国

税

不

服

審

判

所

は

、

請

求

を

棄

却

し

た

（

令

和

７

年

３

月

７

日

付

、

公

表

裁

決

）

。

事

実

の

概

要

　

Ｌ

社

は

、

株

式

及

び

出

資

持

分

の

保

有

等

を

目

的

と

し

て

設

立

さ

れ

た

法

人

で

あ

る

。

請

求

人

は

、

Ｌ

社

の

代

表

取

締

役

を

務

め

て

い

る

。

Ｌ

社

は

、

そ

の

発

行

済

株

式

の

す

べ

て

を

請

求

人

の

長

男

の

Ｎ

が

保

有

し

て

い

る

こ

と

か

ら

、

同

族

会

社

に

該

当

す

る

（

Ｌ

社

を

「

同

族

会

社

」

と

い

う

）

。

　

Ｐ

社

は

、

不

動

産

の

売

買

、

仲

介

、

賃

貸

及

び

管

理

並

び

に

有

価

証

券

の

保

有

及

び

運

用

等

を

目

的

と

し

て

設

立

さ

れ

た

法

人

で

あ

る

。

　

請

求

人

は

平

成

�

年

６

月

７

日

、

同

族

会

社

と

の

間

で

、

請

求

人

が

保

有

す

る

Ｐ

社

の

第

一

種

株

式

３

１

０

０

株

を

、

代

金

�

億

４

４

５

９

万

８

０

０

円

で

同

族

会

社

に

譲

渡

す

る

旨

の

契

約

を

締

結

し

た

。

　

同

族

会

社

は

�

年

６

月

�

日

、

Ｒ

銀

行

と

の

間

で

、

特

殊

当

座

借

越

契

約

（

融

資

契

約

１

）

を

締

結

し

た

。

同

族

会

社

は

同

日

、

融

資

契

約

１

に

基

づ

き

、

資

金

使

途

を

株

式

取

得

資

金

と

し

て

特

殊

当

座

借

越

契

約

の

利

用

を

請

求

し

、

Ｒ

銀

行

は

同

日

、

同

族

会

社

に

�

億

４

４

５

９

万

円

を

支

払

っ

た

。

　

同

族

会

社

は

翌

日

、

請

求

人

に

対

し

、

株

式

の

代

金

�

億

４

４

５

９

万

８

０

０

円

を

支

払

っ

た

。

そ

し

て

、

請

求

人

は

同

日

、

Ｒ

銀

行

に

お

い

て

請

求

人

名

義

の

定

期

預

金

口

座

を

開

設

し

、

�

億

４

４

５

９

万

円

を

預

け

入

れ

た

（

本

件

定

期

預

金

）

。

　

同

族

会

社

は

�

年

７

月

�

日

、

Ｒ

銀

行

及

び

Ｓ

銀

行

と

の

間

で

、

シ

ン

ジ

ケ

ー

ト

ロ

ー

ン

契

約

（

融

資

契

約

２

）

を

締

結

し

た

。

　

Ｒ

銀

行

及

び

Ｓ

銀

行

は

�

年

７

月

�

日

、

融

資

契

約

２

に

基

づ

き

、

同

族

会

社

に

対

し

、

個

別

貸

付

Ａ

（

６

億

円

）

と

個

別

貸

付

Ｂ

（

�

億

４

４

５

９

万

円

）

の

合

計

�

億

４

４

５

９

万

円

を

支

払

っ

た

。

　

同

族

会

社

は

同

日

、

Ｒ

銀

行

に

対

し

、

融

資

契

約

１

に

基

づ

く

債

務

全

額

を

弁

済

し

た

。

　

請

求

人

は

�

年

６

月

�

日

、

本

件

定

期

預

金

を

解

約

し

て

�

億

４

４

５

９

万

円

（

個

別

貸

付

Ｂ

と

同

額

）

の

払

戻

し

を

受

け

、

同

日

に

、

同

族

会

社

に

対

し

、

「

貸

付

の

利

息

は

無

利

息

」

「

元

金

の

返

済

は

随

時

」

と

の

約

定

で

、

当

該

払

戻

し

と

同

額

を

貸

し

付

け

た

（

本

件

貸

付

け

）

。

　

同

族

会

社

は

�

年

９

月

�

日

か

ら

�

年

６

月

�

日

ま

で

の

間

に

、

融

資

契

約

２

の

う

ち

個

別

貸

付

Ｂ

に

係

る

債

務

全

額

を

弁

済

。

�

年

９

月

�

日

か

ら

令

和

４

年

９

月

�

日

ま

で

の

間

に

、

融

資

契

約

２

の

う

ち

の

個

別

貸

付

Ａ

に

係

る

債

務

全

額

を

弁

済

し

た

。

　

同

族

会

社

は

元

年

�

月

９

日

に

、

本

件

貸

付

け

に

係

る

借

入

金

の

う

ち

、

３

億

４

４

５

９

万

円

を

請

求

人

に

弁

済

し

た

。

　

同

族

会

社

は

５

年

３

月

�

日

に

、

Ｒ

銀

行

と

の

間

で

金

銭

消

費

貸

借

契

約

（

融

資

契

約

３

）

を

締

結

し

た

。

　

Ｒ

銀

行

は

５

年

３

月

�

日

に

、

融

資

契

約

３

に

基

づ

き

、

同

族

会

社

に

対

し

、

�

億

円

を

支

払

い

、

同

族

会

社

は

同

日

、

請

求

人

に

対

し

、

本

件

貸

付

け

に

係

る

借

入

金

の

残

債

務

�

億

円

を

弁

済

し

た

。

　

請

求

人

は

、

平

成

�

年

分

な

い

し

令

和

４

年

分

の

所

得

税

等

の

各

確

定

申

告

書

を

法

定

申

告

期

限

ま

で

に

提

出

し

た

。

　

原

処

分

庁

は

６

年

２

月

�

日

付

で

、

調

査

の

結

果

に

基

づ

き

、

所

得

税

法

第

１

５

７

条

第

１

項

の

規

定

を

適

用

し

、

本

件

貸

付

け

に

よ

り

請

求

人

が

収

受

す

べ

き

利

息

相

当

額

が

雑

所

得

の

総

収

入

金

額

に

算

入

さ

れ

る

と

し

て

、

本

件

融

資

契

約

３

の

利

率

に

準

じ

、

日

本

円

Ｔ

Ｉ

Ｂ

Ｏ

Ｒ

の

う

ち

３

カ

月

に

対

応

し

た

利

率

に

○

％

を

加

算

し

た

利

率

を

基

礎

と

し

て

本

件

貸

付

け

の

利

息

相

当

額

を

計

算

し

、

各

年

分

の

所

得

税

等

の

各

更

正

処

分

及

び

過

少

申

告

加

算

税

の

各

賦

課

決

定

処

分

を

し

た

。

　

請

求

人

は

６

年

５

月

�

日

、

原

処

分

に

不

服

が

あ

る

と

し

て

、

そ

の

全

部

の

取

消

し

を

求

め

て

審

査

請

求

を

し

た

。

　

争

点

は

、

本

件

貸

付

け

を

無

利

息

と

し

た

こ

と

は

、

所

得

税

法

第

１

５

７

条

第

１

項

に

規

定

す

る

「

所

得

税

の

負

担

を

不

当

に

減

少

さ

せ

る

結

果

と

な

る

と

認

め

ら

れ

る

も

の

」

に

該

当

す

る

か

否

か

。

審

判

所

の

判

断

　

本

件

貸

付

け

は

、

融

資

契

約

２

の

個

別

貸

付

Ｂ

に

係

る

債

務

の

弁

済

を

目

的

に

行

わ

れ

た

も

の

と

認

め

ら

れ

、

�

億

４

４

５

９

万

円

と

い

う

多

額

に

及

ぶ

金

銭

を

、

無

利

息

、

無

期

限

、

無

担

保

で

貸

し

付

け

る

も

の

で

あ

っ

て

、

そ

の

融

資

条

件

は

、

独

立

か

つ

対

等

で

相

互

に

特

殊

の

関

係

の

な

い

当

事

者

間

で

通

常

行

わ

れ

る

取

引

と

は

大

い

に

異

な

る

と

い

う

べ

き

で

あ

る

。

　

同

族

会

社

の

純

資

産

合

計

は

、

平

成

�

年

２

月

末

日

時

点

で

は

○

○

○

○

円

の

債

務

超

過

で

あ

っ

た

も

の

の

、

�

年

２

月

末

日

時

点

に

は

○

○

○

○

円

の

資

産

超

過

に

転

じ

、

そ

の

後

は

大

幅

に

増

加

、

令

和

５

年

２

月

末

日

時

点

で

は

、

○

○

○

○

円

の

資

産

超

過

で

あ

り

、

本

件

貸

付

け

を

無

利

息

と

し

な

け

れ

ば

同

族

会

社

に

倒

産

の

危

険

が

あ

っ

た

と

は

い

え

な

い

。

　

こ

の

よ

う

な

同

族

会

社

の

財

務

状

況

を

踏

ま

え

る

と

、

本

件

貸

付

け

を

無

利

息

に

し

た

こ

と

は

、

経

済

的

か

つ

実

質

的

な

見

地

に

お

い

て

不

自

然

、

不

合

理

な

も

の

、

す

な

わ

ち

経

済

的

合

理

性

を

欠

く

も

の

で

あ

っ

て

、

請

求

人

の

所

得

税

の

負

担

を

減

少

さ

せ

る

結

果

と

な

る

も

の

で

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

か

ら

、

所

得

税

法

第

１

５

７

条

第

１

項

に

規

定

す

る

「

所

得

税

の

負

担

を

不

当

に

減

少

さ

せ

る

結

果

と

な

る

と

認

め

ら

れ

る

も

の

」

に

該

当

す

る

と

い

う

べ

き

で

あ

る

。

（６）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　



（令和７年６月�日現在）

争点 全部取消 一部取消 棄却 却下 不明 合計

納税義務者 ４ ５ � １ ― �

課税所得の範囲 ― ７ � ― ― �

非課税所得 � � １１３ １ ― １５５

所得の帰属 � � １６８ ― ― ２５０

所得の区分 � � １３３ ― ― １７９

利子所得 ― ６ � ― ― �

配当所得 １ ５ � １ ― �

不動産所得 � １１９ ３６９ ― ― ５０７

事業所得 � ２１６ ４４７ ― ― ７０５

給与所得 � � ５３５ ― ― ５９４

退職所得 ６ ５ � ― ― �

山林所得 １ ― ４ ― ― ５

譲渡所得 � � ５０８ ― ― ６３３

一時所得 � � ２１９ ― １ ２４７

雑所得 ７ � ２１９ ― ― ２８０

所得計算の特例 ６ � １９９ ― ― ２３９

損益通算 ― ４ � ― ― �

所得控除 ２ � ２３０ ― ― ２５３

税額の計算 ４ ２ � ― ― �

申告、納付、還付、更正の請求の特例 １ １ � ― １ �

同族会社の行為又は計算の否認 ３ � � ― ― �

非居住者及び外国法人の納税義務 � � � ― ― �

源泉徴収 � � ２５３ １ ― ３８６

青色申告の承認、承認の取消し � � ２０９ ― ― ３２７

質問検査権、調査手続 １０８ ８０５ ３，１０９ ８ １ ４，０３１

推計課税 ２０７ １，４４７ ４，１８０ ６ ― ５，８４０

措置法関係 � � ５９２ ― ― ６７５

総計 ６４２ ３，２５８１１，９８２ � ３１５，９０３

　

今

回

は

、

前

回

に

引

き

続

き

、

所

得

税

法

を

争

点

と

す

る

裁

決

要

旨

の

デ

ー

タ

を

分

析

し

て

み

た

い

と

思

い

ま

す

。

（

傾

向

）

　

所

得

税

法

の

裁

決

要

旨

は

１

万

５

９

０

３

件

（

裁

決

要

旨

全

体

の

約

�

％

）

、

税

目

別

で

は

一

番

多

く

な

っ

て

い

ま

す

。

こ

の

理

由

は

、

「

質

問

検

査

権

、

調

査

手

続

」

と

「

推

計

課

税

」

の

件

数

が

多

い

（

所

得

税

法

の

約

６

割

を

占

め

る

）

こ

と

に

よ

る

も

の

で

す

が

、

平

成

�

年

�

月

の

税

制

改

正

に

お

い

て

質

問

検

査

権

が

国

税

通

則

法

に

集

約

さ

れ

て

い

る

こ

と

か

ら

、

「

質

問

検

査

権

、

調

査

手

続

」

は

、

今

後

は

件

数

が

増

え

る

こ

と

は

な

い

と

思

わ

れ

ま

す

。

　

こ

の

２

つ

を

除

く

と

、

「

事

業

所

得

」

、

「

措

置

法

関

係

」

、

「

譲

渡

所

得

」

、

「

給

与

所

得

」

、

「

不

動

産

所

得

」

に

関

す

る

も

の

が

多

く

な

っ

て

い

ま

す

。

　

取

消

率

は

�

・

�

％

（

全

部

取

消

率

４

・

�

％

、

一

部

取

消

率

�

・

�

％

）

と

な

っ

て

い

ま

す

。

（

全

部

取

消

の

件

数

が

多

い

争

点

）

　

件

数

が

多

い

「

質

問

検

査

権

、

調

査

手

続

」

と

「

推

計

課

税

」

は

、

全

部

取

消

の

件

数

が

多

い

で

す

が

、

全

部

取

消

率

は

所

得

税

全

体

の

平

均

を

下

回

っ

て

い

ま

す

。

　

ま

た

、

「

所

得

控

除

」

（

主

に

、

雑

損

控

除

、

医

療

費

控

除

、

扶

養

控

除

）

は

件

数

が

２

５

３

件

で

そ

れ

な

り

に

あ

り

ま

す

が

、

全

部

取

消

に

な

っ

た

の

は

わ

ず

か

２

件

（

全

部

取

消

率

０

・

�

％

）

で

あ

り

、

審

査

請

求

で

取

り

消

す

の

が

難

し

い

傾

向

が

読

み

取

れ

ま

す

。

　

な

お

、

「

同

族

会

社

の

行

為

又

は

計

算

の

否

認

」

で

全

部

取

消

し

に

な

っ

た

も

の

が

３

件

あ

り

ま

し

た

。

　近年、「ワーケーション」という言葉を耳にする機

会が増えきた。ワーケーションとは、Ｗｏｒｋ（仕事）と

Ｖａｃａｔｉｏｎ（休暇）を組み合わせた造語で、テレワーク

などを活用し、普段の職場や自宅とは異なる場所で仕

事をしつつ、自分の時間も楽しむ新しい働き方。

　そんなワーケーションを、ふるさと納税を利用して

体験できるのが福岡県古賀市。古賀市は福岡市から北

東へ約�㌔、博多駅から電車で約�分という好アクセ

スながら、白砂の海や緑豊かな山に囲まれた自然あふ

れる町だ。古賀市の山間部にある薬王寺温泉は、１９１８

年に誕生し、地元の人々に長く親しまれてきた。しか

し、新型コロナウイルスの影響により、この薬王寺温

泉にある温泉宿「快生館」は休業。快生館は古賀市の

支援を受けて、温泉旅館をリノベーションし、スモー

ルオフィスやコワーキングスペース、フリースペース

などを備えたインキュベーション施設として２０２１年に

再スタートを切った。

　ワ―ケーション体験では、都心と同等のオフィス環

境で仕事や会議が可能。さらに、館内の天然温泉に浸

かって疲れを癒せるほか、事前予約をすればテントサ

ウナやヨガ、ＢＢＱコンロの貸し出しといったオプシ

ョンも利用できる。初夏には施設近くの小川で蛍が舞

い、仕事とリフレッシュを同時に叶えることができる。

この他、狩猟体験を取り入れたワ―ケーションが開催

されたこともあり、多彩な利用法が広がっている。

　古賀市ではこの快生館で新たに事業活動を始められ

るよう支援制度を整えている。「古賀市進出支援事業

補助金」では、福岡県外の事業者が快生館をサテライ

トオフィス等として利用する契約を結んだ場合、１社

あたり�万円の補助金を交付。加えて、「古賀市移住

交流促進事業補助金」として、デジタルコンテンツ業

など行い、多様な働き方を推進する事業者を対象に、

サテライトオフィス等の開設にかかる工事費・設備費

の２分の１を補助（上限�万円）。また、利用にかか

る費用のうち、２分の１を補助（上限月額５万円）す

るといった支援も用意している。

　自然と温泉に包まれながら仕事をし、日常を少し豊

かにしてくれる場所。「都会の利便性」と「地方の癒

し」、その両方を手にできる快生館で、ふるさと納税

を利用して新しい働き方を試してみませんか。

（７） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　



　契約書等の作成では、印紙税の課否判定が難し

いだけでなく、誤った対応により税務当局から高

額な過怠税を徴収された納税者も多くいます。ま

た、印紙税は、税理士法において税理士の業から

除外されているため、課否判定や調査の立合い等

の経験が十分でない方も多いかと思います。この

セミナーでは「印紙税の性格」から「課否判定を

行うための基礎知識」そして「調査対策」まで、

わかりやすく、調査経験も踏まえて説明します。

日　時　��年�月�日（水）�：�～�：�

　※研修時間：３時間

受講方法　オンライン型

（ライブ配信と後日に提供するアーカイ

ブ配信の両方を視聴できます）

【アーカイブ配信期間】

　�月�日～�月�日

講　師　税理士・名取和彦（なとり・かずひこ）氏

東京国税局課税第二部消費税課係長、課

税第一部審理課主査、東京国税不服審判

所副審判官、国税庁税務大学校総合教育

部教授、成田税務署副署長、東京国税局

総務部主任税務相談官、築館税務署長、

大森税務署長等を経て、令和３年７月に

退職、同年８月に税理士登録。

受講料　１名につき�５，０００円

（税込・レジュメ代を含む）

※「税のしるべ」購読者の方は、割引価

格１２，０００円（税込）となります。

テキスト　レジュメ

申込方法　大蔵財務協会ウェブサイトの申込

　　　　フォームよりお申込みください。

　

公

益

社

団

法

人

札

幌

西

法

人

会

女

性

部

会

（

泉

み

ち

子

部

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

一

般

の

方

も

募

り

、

恒

例

の

税

務

研

修

会

を

開

催

し

た

。

　

今

年

は

、

明

治

�

年

建

築

の

旧

赤

れ

ん

が

庁

舎

が

大

規

模

改

修

工

事

を

経

て

７

月

�

日

に

リ

ニ

ュ

ー

ア

ル

オ

ー

プ

ン

し

た

ば

か

り

の

「

道

庁

赤

れ

ん

が

庁

舎

」

の

視

察

を

行

っ

た

＝

写

真

。

　

建

物

の

外

観

は

今

も

明

治

時

代

の

面

影

を

伝

え

る

建

物

で

、

北

海

道

の

シ

ン

ボ

ル

的

存

在

で

あ

り

、

北

海

道

の

歴

史

を

伝

え

る

国

指

定

重

要

文

化

財

を

視

察

し

た

有

意

義

な

研

修

会

と

な

っ

た

。

　

昼

食

は

赤

れ

ん

が

庁

舎

内

の

レ

ス

ト

ラ

ン

で

洋

食

を

い

た

だ

き

、

皆

満

足

し

て

帰

路

に

つ

い

た

。

　

広

島

・

高

松

両

国

税

局

は

こ

の

ほ

ど

、

広

島

市

中

区

の

広

島

合

同

庁

舎

で

「

国

税

専

門

官

１

Ｄ

Ａ

Ｙ

職

場

体

験

」

を

開

催

し

た

。

　

国

税

局

の

仕

事

に

興

味

を

持

っ

て

も

ら

お

う

と

開

か

れ

た

も

の

で

、

中

四

国

の

大

学

に

通

う

学

生

ら

約

�

名

が

参

加

し

た

。

　

参

加

者

は

業

務

説

明

を

受

け

た

後

、

模

擬

税

務

調

査

を

体

験

。

調

査

先

の

社

長

役

を

演

じ

る

職

員

に

対

し

、

グ

ル

ー

プ

で

意

見

を

交

わ

し

な

が

ら

、

帳

簿

書

類

な

ど

の

不

審

点

に

つ

い

て

指

摘

し

、

時

に

は

鋭

い

追

及

を

投

げ

か

け

、

思

わ

ず

社

長

役

が

唸

る

場

面

も

あ

っ

た

＝

写

真

。

　

参

加

者

か

ら

は

「

資

料

を

読

ん

だ

り

説

明

会

に

参

加

し

た

り

す

る

だ

け

で

は

得

ら

れ

な

い

国

税

の

仕

事

の

特

徴

や

良

さ

を

肌

で

知

る

こ

と

が

出

来

た

」

「

採

用

後

の

イ

メ

ー

ジ

が

湧

き

、

今

後

の

試

験

勉

強

の

モ

チ

ベ

ー

シ

ョ

ン

と

な

っ

た

」

な

ど

の

感

想

が

多

数

寄

せ

ら

れ

た

。

　

こ

の

イ

ベ

ン

ト

は

�

月

に

も

開

催

を

予

定

し

て

お

り

、

国

税

庁

リ

ク

ル

ー

ト

専

用

イ

ン

ス

タ

グ

ラ

ム

で

も

告

知

す

る

。

　

公

益

財

団

法

人

納

税

協

会

連

合

会

（

本

荘

武

宏

会

長

）

と

近

畿

納

税

貯

蓄

組

合

総

連

合

会

（

佐

々

木

宏

会

長

）

は

９

月

�

日

、

大

阪

新

阪

急

ホ

テ

ル

で

、

令

和

７

年

度

「

局

長

講

演

会

」

を

行

っ

た

。

　

彦

谷

直

克

大

阪

国

税

局

長

は

、

税

務

行

政

を

取

り

巻

く

環

境

の

変

化

に

つ

い

て

、

そ

れ

を

踏

ま

え

た

税

務

行

政

の

将

来

像

の

姿

を

説

明

し

た

上

で

、

現

在

、

大

阪

国

税

局

と

し

て

特

に

重

点

的

に

取

り

組

ん

で

い

る

、

「

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

の

推

進

、

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

推

進

、

事

業

者

の

デ

ジ

タ

ル

化

の

推

進

」

に

つ

い

て

、

さ

ら

に

、

酒

類

業

界

の

現

状

、

少

子

高

齢

化

社

会

に

お

け

る

今

後

の

社

会

の

あ

り

方

等

に

つ

い

て

、

自

身

の

業

務

経

験

や

豊

富

な

資

料

を

も

と

に

分

か

り

や

す

く

解

説

し

た

＝

写

真

。

　

参

加

者

は

税

務

行

政

等

に

関

す

る

理

解

を

深

め

、

今

後

の

事

業

活

動

を

展

開

す

る

上

で

大

変

参

考

に

な

っ

た

様

子

だ

っ

た

。

　

東

京

・

足

立

税

務

署

（

木

村

政

文

署

長

）

、

足

立

酒

販

懇

話

会

（

藤

澤

眞

一

会

長

）

は

９

月

�

日

、

北

千

住

駅

東

口

広

場

で

開

催

さ

れ

た

警

視

庁

千

住

警

察

署

主

催

「

千

住

交

通

安

全

フ

ェ

ア

・

ト

ー

ク

シ

ョ

ー

」

に

参

加

し

、

「

�

歳

未

満

飲

酒

防

止

・

飲

酒

運

転

撲

滅

」

の

キ

ャ

ン

ペ

ー

ン

を

行

っ

た

。

　

同

イ

ベ

ン

ト

で

は

、

一

日

警

察

署

長

に

任

命

さ

れ

た

俳

優

の

内

藤

剛

志

さ

ん

が

、

「

当

た

り

前

の

こ

と

を

当

た

り

前

に

守

る

こ

と

で

事

故

を

減

ら

せ

る

」

と

交

通

ル

ー

ル

の

順

守

を

呼

び

掛

け

る

ト

ー

ク

シ

ョ

ー

な

ど

が

行

わ

れ

、

多

く

の

観

客

で

賑

わ

っ

た

。

　

同

署

と

同

懇

話

会

は

、

専

用

ブ

ー

ス

で

�

歳

未

満

の

飲

酒

防

止

や

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

に

つ

い

て

啓

発

活

動

を

行

っ

た

ほ

か

＝

写

真

、

一

日

警

察

署

長

、

千

住

警

察

署

、

交

通

少

年

団

、

東

京

電

機

大

学

、

地

域

安

全

推

進

委

員

、

高

齢

者

指

導

員

と

と

も

に

交

通

安

全

パ

レ

ー

ド

に

参

加

。

「

�

歳

未

満

飲

酒

防

止

・

飲

酒

運

転

撲

滅

」

の

横

断

幕

を

持

っ

て

商

店

街

を

練

り

歩

き

、

行

き

交

う

人

々

に

Ｐ

Ｒ

し

た

。

　

大

阪

国

税

局

は

こ

の

ほ

ど

、

同

局

鑑

定

官

室

に

お

い

て

同

局

管

内

で

製

造

さ

れ

た

清

酒

の

出

来

栄

え

を

評

価

す

る

「

清

酒

鑑

評

会

」

の

審

査

（

予

審

）

を

行

っ

た

＝

写

真

。

　

清

酒

鑑

評

会

は

、

清

酒

の

品

質

評

価

を

行

い

、

評

価

結

果

を

出

品

者

へ

通

知

す

る

と

と

も

に

、

出

品

酒

を

製

造

関

係

者

に

公

開

す

る

こ

と

を

通

じ

て

、

酒

類

製

造

技

術

の

進

歩

、

発

展

お

よ

び

品

質

向

上

を

図

る

こ

と

を

目

的

と

し

て

い

る

。

　

今

年

は

�

業

者

か

ら

吟

醸

酒

�

点

、

燗

酒

用

清

酒

�

点

の

計

１

４

５

点

が

出

品

さ

れ

た

。

　

当

日

は

吟

醸

酒

が

並

ぶ

中

、

白

衣

を

着

た

品

質

評

価

員

が

吟

醸

酒

の

香

り

を

確

認

し

、

口

に

ゆ

っ

く

り

含

ん

で

味

わ

い

な

が

ら

品

質

評

価

を

行

っ

た

。

　

同

局

の

鈴

木

崇

鑑

定

官

室

長

は

「

こ

こ

数

年

は

猛

暑

で

お

米

が

溶

け

に

く

く

酒

造

り

に

は

厳

し

い

環

境

だ

が

、

各

蔵

元

の

努

力

で

す

っ

き

り

と

し

た

華

や

か

な

お

酒

と

な

っ

て

い

る

」

と

話

し

て

い

た

。

　

出

来

栄

え

の

良

い

清

酒

は

�

月

�

日

に

同

局

で

開

催

す

る

表

彰

式

で

発

表

さ

れ

る

。

　

新

潟

税

務

署

（

伏

木

生

祐

子

署

長

）

と

新

潟

県

納

税

貯

蓄

組

合

総

連

合

会

（

罇

敏

朗

会

長

）

、

第

四

北

越

銀

行

は

９

月

�

日

、

第

四

北

越

銀

行

南

新

潟

支

店

で

窓

口

に

来

店

し

た

顧

客

に

チ

ラ

シ

を

配

布

し

、

金

融

機

関

や

税

務

署

に

行

か

な

く

て

も

納

税

が

で

き

る

こ

と

を

ア

ピ

ー

ル

す

る

な

ど

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

利

便

性

を

Ｐ

Ｒ

し

た

＝

写

真

。

　

新

潟

県

で

は

令

和

６

年

�

月

�

日

に

金

融

機

関

を

含

む

官

民

�

団

体

が

連

名

で

「

新

潟

県

下

一

斉

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

推

進

共

同

宣

言

」

を

行

っ

た

。

　

同

宣

言

を

受

け

て

、

同

県

内

に

本

店

を

置

く

す

べ

て

の

金

融

機

関

は

独

自

の

啓

発

活

動

と

し

て

毎

月

�

日

を

「

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

推

進

強

化

デ

ー

」

と

位

置

付

け

、

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

推

進

に

向

け

た

取

組

み

を

強

化

し

て

い

る

。

（８）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日

年ぎめ本体価格７，６３６円（税込価格８，４００円）

月ぎめ本体価格　６３６円（税込価格　７００円）
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